
出
さ
れ
て
い
な
い
。
今
後
も
件
数

は
多
く
な
い
と
推
測
さ
れ
る
た
め
、

本
市
の
事
務
的
な
負
担
は
余
り
生

じ
な
い
。

○
行
田
市
公
共
下
水
道
事
業
の
設

置
等
に
関
す
る
条
例

　
　

第
３
条
に
「
常
に
企
業
の
経

済
性
を
発
揮
す
る
」
と
記
さ
れ
て

い
る
が
、
民
間
企
業
と
同
様
、
利

益
追
求
を
前
提
と
し
た
経
営
を
行

っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
か
。

　
　

公
営
企
業
は
地
域
住
民
の
生

活
と
地
域
の
発
展
に
不
可
欠
な
サ

ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
利
益
追
求
の
み
で
は
な
く
、

採
算
が
取
れ
な
い
サ
ー
ビ
ス
も
提

供
し
て
い
る
。

　

そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
最
少

の
費
用
で
最
大
の
収
益
を
上
げ
る

こ
と
を
企
業
の
経
済
性
の
発
揮
と

表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　

公
営
企
業
に
移
行
す
る
に
当

た
り
、
事
業
者
と
し
て
の
業
務
の

取
り
組
み
方
に
変
化
は
生
じ
る
か
。

　
　

公
営
企
業
会
計
の
導
入
に
よ

り
、
事
業
や
経
営
の
状
況
が
明
確

に
把
握
で
き
、
よ
り
適
切
な
経
営

計
画
の
作
成
や
使
用
料
の
算
定
が

で
き
る
よ
う
に
な
る
。

　
　

市
民
へ
の
影
響
は
。

　
　

公
営
企
業
会
計
の
導
入
に
よ

る
直
接
的
な
影
響
は
な
い
。

○
平
成
30
年
度
行
田
市
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
３
回
）

　
　

路
面
表
示
の
設
置
、
修
繕
に

対
す
る
市
と
公
安
委
員
会
の
管
轄

区
分
は
。

　
　

横
断
歩
道
や
一
時
停
止
の
停

止
線
等
、
規
制
に
関
わ
る
も
の
に

つ
い
て
は
公
安
委
員
会
の
管
轄
で

あ
り
、
車
道
外
側
線
や
「
ス
ピ
ー

ド
落
と
せ
」
な
ど
の
路
面
表
示
に

つ
い
て
は
市
の
管
轄
で
あ
る
。

　
　

防
災
行
政
無
線
子
局
の
設
置

に
関
す
る
土
地
の
賃
貸
借
契
約
の

中
で
、
期
間
中
の
途
中
解
約
に
対

す
る
罰
則
規
定
は
あ
る
の
か
。

　
　

途
中
解
約
に
罰
則
は
定
め
て

お
ら
ず
、
地
権
者
か
ら
の
申
し
出

が
あ
れ
ば
直
ち
に
解
約
に
応
じ
る

も
の
で
あ
る
。

　
　

若
小
玉
地
区
産
業
団
地
整
備

事
業
に
お
け
る
道
路
用
地
の
取
得

と
埋
蔵
文
化
財
の
試
掘
調
査
は
県

と
の
協
定
に
基
づ
い
て
市
が
負
担

す
る
と
の
説
明
が
あ
っ
た
が
、
今

後
も
事
業
の
進
捗
に
応
じ
て
こ
の

協
定
に
基
づ
く
支
出
が
増
え
て
い

く
の
か
。

　
　

現
段
階
で
は
新
た
な
事
業
に

よ
る
こ
れ
以
上
の
市
の
負
担
は
無

い
が
、
協
定
の
中
で
総
事
業
費
の

３
％
を
市
が
負
担
す
る
こ
と
が
定

め
ら
れ
て
い
る
た
め
、
事
業
終
了

の
翌
年
か
ら
５
年
間
で
負
担
金
を

支
出
し
て
い
く
予
定
で
あ
る
。

　
　

破
砕
廃
棄
物
運
搬
業
務
委
託

に
つ
い
て
は
、
委
託
費
用
の
全
て

が
運
搬
費
用
で
あ
る
の
か
。

　
　

粗
大
ご
み
処
理
場
で
破
砕
処

理
し
た
一
般
廃
棄
物
を
寄
居
町
に

あ
る
埼
玉
県
環
境
整
備
セ
ン
タ
ー

の
埋
立
処
分
地
ま
で
運
搬
す
る
費

用
で
、
週
３
回
の
搬
出
を
見
込
み
、

算
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

○
行
田
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
　

本
市
は
県
内
40
市
の
中
で
も

賦
課
限
度
額
が
高
額
で
あ
る
。
こ

の
ま
ま
で
は
安
心
し
て
医
療
が
受

け
ら
れ
な
く
な
る
懸
念
が
生
じ
る

が
、
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
。

○
行
田
市
手
数
料
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

　
　

改
正
に
よ
る
本
市
へ
の
影
響

は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
か
。

　
　

本
件
の
認
定
申
請
が
あ
れ
ば

市
で
認
定
手
続
き
を
行
う
こ
と
と

な
る
が
、
現
状
で
は
認
定
申
請
は
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合
に
は
、
多
額
の
費
用
が
発
生
し

て
し
ま
う
た
め
、
ど
の
よ
う
に
行

っ
た
ら
円
滑
に
全
市
民
に
行
き
渡

る
よ
う
に
な
る
か
、
今
後
と
も
検

討
し
て
い
き
た
い
。

　
　

市
制
施
行
70
周
年
記
念
事
業

実
行
委
員
会
交
付
金
に
関
し
、
現

在
、
実
行
プ
ラ
ン
等
が
な
い
状
況

の
中
、
債
務
負
担
行
為
補
正
と
し

て
予
算
が
計
上
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
で
は
し
っ
か
り
と
し
た
事
業

が
実
施
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
。

　
　

70
周
年
に
当
た
っ
て
の
基
本

的
な
考
え
や
テ
ー
マ
、
各
種
記
念

事
業
等
を
盛
り
込
ん
だ
実
行
プ
ラ

ン
を
年
度
内
に
策
定
す
る
予
定
で

あ
る
。
な
お
、
市
民
が
自
ら
企
画

し
実
施
す
る
市
民
提
案
実
施
事
業

に
つ
い
て
は
、
本
補
正
予
算
可
決

後
、
市
報
１
月
号
で
募
集
を
行
っ

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
ま

た
、
市
主
催
の
事
業
に
つ
い
て
は
、

新
年
度
予
算
の
可
決
後
で
な
い
と

正
式
決
定
し
な
い
た
め
、
両
者
の

関
係
を
考
え
た
場
合
、
プ
ラ
ン
等

の
策
定
時
期
に
つ
い
て
は
年
度
末

に
な
る
と
考
え
て
い
る
。

　
　

プ
ラ
ン
等
が
先
に
あ
り
、
こ

れ
に
沿
っ
て
市
民
、
団
体
等
か
ら

提
案
事
業
を
募
集
す
る
も
の
で
は

な
い
の
か
。

　
　

市
民
提
案
実
施
事
業
を
募
集

す
る
に
当
た
り
、
70
年
の
歩
み
を

振
り
返
る
こ
と
や
、
本
市
の
さ
ら

な
る
発
展
に
向
け
た
礎
に
し
た
い

と
い
う
趣
旨
か
ら
、
市
民
の
一
体

感
や
本
市
の
活
性
化
に
つ
な
が
る

も
の
、
思
い
出
に
残
る
も
の
と
い

う
形
で
広
く
要
件
を
付
し
、
募
集

を
行
っ
て
い
き
た
い
。
な
お
、
最

終
的
に
は
、
市
の
主
催
事
業
と
も

合
わ
せ
、
実
行
プ
ラ
ン
等
を
年
度

内
に
策
定
し
て
い
く
予
定
で
あ
る
。
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